
［資料№３］ 

花巻市中小企業振興融資「緊急経営安定資金」 

 

 

１ 目 的     今日の金融不安と年末・年度末の資金需要を鑑み、中小企業のキ

ャッシュフローの改善に資するため、本資金を創設する。 

 

２ 対 象     花巻市中小企業振興融資の経営安定資金対象者の要件を満たし、 

同融資の既存融資の借換えであること。 

 

３ 返済期間    15 年以内（据え置き期間 1年以内） 

 

４ 融資限度額   2,500 万円（他の資金と併用する場合は 5,000 万円） 

 

５ 貸付利率    3 年以内         2.95％（うち 0.8％を市が補給） 

          3 年超 10 年以内  3.15％（うち 0.9％を 〃    ） 

          10 年超 15 年以内   3.35％（うち 1.0％を 〃    ） 

 

      ※セーフティーネットの認定を取得した場合には以下の利率となります。 

       3 年以内      2.90％（うち 0.8％を市が補給） 

3 年超 10 年以内   3.10％（うち 0.9％を 〃    ） 

10 年超 15 年以内   3.30％（うち 1.0％を 〃    ） 

 

６ 保証料率    0.45～1.70％ (市が全額補給) 

 

７ 返済方法    元金均等割賦償還 

 

８ 申込期間    平成 20 年 12 月１日から平成 21 年 3 月 31 日までの金融機関取扱

日及び時間 

 

９ 取扱金融機関  市内の㈱岩手銀行、㈱東北銀行、㈱北日本銀行、花巻信用金庫の

各本(支)店 

 

10 その他     ① 借換えにあたっては、信用保証協会並びに金融機関の審査が

あります。 

          ② 借換えの対象となる既存融資が平成１９年９月末までに実行

されたものと、平成１９年１０月以降に実行されたものは、保

証制度が異なるため１つにまとめることは出来ません。 



          ③ 上記②の場合、平成１９年９月末までに実行されたものは、

セーフティーネット保証の認定が必要となる場合があります。  

④  希望者問い合わせ先 

商工労政課または取扱金融機関。 

 
＜担当 商工労政課 ２４－２１１１ 内線３９８＞ 


